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○本事例は市町村審査において、返戻処理となる可能性があ
る事例となります。サービス開始年月や実日数等の記載上の
入力誤りがないようにしてください。



EL04 ※受付：サービス終了年月日とサービス提供年月の関係が不正です

（例）43：就労移行支援の場合
終了年月日とサービス提供年月
が等しくないため警告！！

●点検内容

＜障害福祉＞
・サービス開始日等・終了年月日チェック
点検対象の介護給付費等明細書情報(日数情報)のサービス開始日等・終了年月日について、
以下であることを確認する。
(1) 以下のサービス種類について、サービス終了年月日の年月が、サービス提供年月の
2 ヶ月前からサービス提供年月までの年月であること。
－２１:療養介護 －３２:施設入所支援
－３３:共同生活援助（※１） －３４:宿泊型自立訓練（※２）
－８１:旧身体入所更生 －８２:旧身体通所更生
－８３:旧身体入所療護 －８４:旧身体通所療護
－８５:旧身体入所授産 －８６:旧身体通所授産
－９１:旧知的入所更生 －９２:旧知的通所更生
－９３:旧知的入所授産 －９４:旧知的通所授産
－９５:旧知的通勤寮
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(2) 以下のサービス種類について、サービス終了年月日の年月が、サービス提供年月の年月と
等しいこと。
－１１:居宅介護 －１２:重度訪問介護
－１３:行動援護 －１４:重度包括
－１５:同行援護 －２２:生活介護
－２３:児童デイ －２４:短期入所
－３１:共同生活介護（※３） －３３:共同生活援助（※３）
－３４:宿泊型自立訓練（※４） －４１:自立訓練（機能訓練）
－４２:自立訓練（生活訓練） －４３:就労移行支援
－４４:就労移行支援（養成施設） －４５:就労継続支援Ａ型
－４６:就労継続支援Ｂ型 －５３:地域移行支援
－５４:地域定着支援

＜障害児支援＞
・サービス開始日等・終了年月日チェック
点検対象の障害児給付費等明細書情報(日数情報)のサービス開始日等・終了年月日について、
以下であることを確認する。
(1) 以下のサービス種類について、サービス終了年月日の年月が、サービス提供年月の2ヶ月
前からサービス提供年月までの年月であること。（※１）
－１１:知的障害児施設（※２） －１２:第一種自閉症児施設（※２）
－１３:第二種自閉症児施設（※２） －３１:盲児施設（※２）
－３２:ろうあ児施設（※２） －４１:肢体不自由児施設（入所）（※２）
－４３:肢体不自由児療護施設（※２） －４５:指定医療機関（肢体不自由）（※２）
－５１:重症心身障害児施設（※２） －５２:指定医療機関（重心）（※２）
－７１:障害児入所支援（※３） －７２:医療型障害児入所支援（※３）

(2) 以下のサービス種類について、サービス終了年月日の年月が、サービス提供年月の年月と
等しいこと。
－１１:知的障害児施設（※２）（※４） －１２:第一種自閉症児施設（※２）（※４）
－１３:第二種自閉症児施設（※２）（※４） －２１:知的障害児通園施設（※２）
－３１:盲児施設（※２）（※４） －３２:ろうあ児施設（※２）（※４）
－３３:難聴幼児通園施設（※２） －４１:肢体不自由児施設（入所）（※２）（※４）
－４２:肢体不自由児施設（通所）（※２） －４３:肢体不自由児療護施設（※２）（※４）
－４４:肢体不自由児通園施設（※２） －４５:指定医療機関（肢体不自由）（※２）（※４）
－５１:重症心身障害児施設（※２）（※４） －５２:指定医療機関（重心）（※２）（※４）
－６１：児童発達支援（※５） －６２：医療型発達支援（※５）
－６３：放課後等デイサービス（※５） －６４：保育所等訪問支援（※５）

※１ サービス提供年月が2009 年4 月以降の場合、判定を行う。
※２ 交換情報識別番号が「Ｋ１２１：障害児施設給付費明細書情報」の場
合、点検を実施する。
※３ 交換情報識別番号が「Ｋ１２２：障害児通所給付費・入所給付費等
明細書情報」の場合、点検を実施する。
※４ サービス提供年月が2009 年3 月以前の場合、判定を行う。
※５ 交換情報識別番号が「Ｋ１２２：障害児通所給付費・入所給付費等
明細書情報」、または「Ｋ２２１：特例障害児通所給付費等明細書情
報」の場合、点検を実施する。
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EL07 ※受付：開始年月日と終了年月日の関係に誤りがあります

●点検内容

＜障害福祉＞
・サービス開始日等・終了年月日チェック
点検対象の介護給付費等明細書情報（日数情報）のサービス開始日等・終了年月日について、
以下であることを確認する。
(1) 以下のサービス種類について、サービス終了年月日が、サービス開始年月日より後である
こと。
－２１:療養介護 －２４:短期入所
－３１:共同生活介護 －３２:施設入所支援
－３３:共同生活援助 －３４:宿泊型自立訓練
－８１:旧身体入所更生 －８３:旧身体入所療護
－８５:旧身体入所授産 －９１:旧知的入所更生
－９３:旧知的入所授産 －９５:旧知的通勤寮

（例）24：短期入所の場合
終了年月日が開始年月日よりも
後の日にちでないため警告！！
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(2) 以下のサービス種類について、サービス終了年月日が、サービス開始年月日以降で
あること。
－１１:居宅介護 －１２:重度訪問介護
－１３:行動援護 －１４:重度包括
－１５:同行援護 －２２:生活介護
－２３:児童デイ －４１:自立訓練（機能訓練）
－４２:自立訓練（生活訓練） －４３:就労移行支援
－４４:就労移行支援（養成施設） －４５:就労継続支援Ａ型
－４６:就労継続支援Ｂ型 －５３:地域移行支援
－５４:地域定着支援 －８２:旧身体通所更生
－８４:旧身体通所療護 －８６:旧身体通所授産
－９２:旧知的通所更生 －９４:旧知的通所授産

＜障害児支援＞
・サービス開始日等・終了年月日チェック
点検対象の障害児給付費等明細書情報（日数情報）のサービス開始日等・終了年月日に
ついて、以下であることを確認する。
(1) 以下のサービス種類について、サービス終了年月日が、サービス開始年月日より後
であること。
－１１:知的障害児施設（※１） －１２:第一種自閉症児施設（※１）
－１３:第二種自閉症児施設（※１）
－３１:盲児施設（※１） －３２:ろうあ児施設（※１）
－４１:肢体不自由児施設（入所）（※１） －４３:肢体不自由児療護施設（※１）
－４５:指定医療機関（肢体不自由）（※１） －５１:重症心身障害児施設（※１）
－５２:指定医療機関（重心）（※１） －７１:障害児入所支援（※２）
－７２:医療型障害児入所支援（※２）

(2) 以下のサービス種類について、サービス終了年月日が、サービス開始年月日以降で
あること。
－２１:知的障害児通園施設（※１） －３３:難聴幼児通園施設（※１）
－４２:肢体不自由児施設（通所）（※１） －４４:肢体不自由児通園施設（※１）
－６１:児童発達支援（※３） －６２:医療型児童発達支援（※３）
－６３:放課後等デイサービス（※３） －６４:保育所等訪問支援（※３）

※１ 交換情報識別番号が「Ｋ１２１：障害児施設給付費明細書情報」の
場合、点検を実施する。
※２ 交換情報識別番号が「Ｋ１２２：障害児通所給付費・入所給付費等
明細書情報」の場合、点検を実施する。
※３ 交換情報識別番号が「Ｋ１２２：障害児通所給付費・入所給付費等
明細書情報」、または「Ｋ２２１：特例障害児通所給付費等明細書情
報」の場合、点検を実施する。
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PA72 ※受付：初回加算がサービス開始年月以外で算定されています

●点検内容

＜障害福祉＞
・サービスコードチェック
点検対象の介護給付費等明細書情報（日数情報）のサービスコードに初回加算の算定がある場
合、以下であることを確認する。
(1) 以下のサービス種類について、介護給付費等明細書情報（日数情報）のサービス提供年月
が、サービス開始年月日の年月と等しいこと。
－１１:居宅介護 －１２:重度訪問介護
－１３:行動援護 －１５:同行援護
－５３:地域移行支援

初回加算を算定しているが、
サービス開始年月日とサービス
提供年月が等しくないため警
告！！
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PA60 ※受付：初期加算のサービス開始年月日が不正です

●点検内容

＜障害福祉＞
・サービスコードチェック
点検対象の介護給付費等明細書情報（明細情報）のサービスコードに初期加算の算定がある場
合、以下であることを確認する。
(1) 点検対象の介護給付費等明細書情報（日数情報）のサービス開始年月日の年月が、介護給
付費等明細書情報（明細情報）のサービス提供年月と同月、またはその前月であることを確認
する。

初期加算を算定しているが、
サービス開始年月日がサービス
提供年月と同月または前月でな
いため警告！！
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EL14 ※受付：入院日数が実日数を超えています

●点検内容

＜障害福祉＞
・サービス開始日等・入院日数チェック
点検対象の介護給付費等明細書情報（日数情報）のサービス開始日等・入院日数について、以
下であることを確認する。
(1) 以下のサービス種類について、入院日数が以下であること。（※１）
－２１:療養介護 －３２:施設入所支援
－８１:旧身体入所更生 －８３:旧身体入所療護 －８５:旧身体入所授産
－９１:旧知的入所更生－９３:旧知的入所授産 －９５:旧知的通勤寮

① サービス開始年月日の年月及びサービス終了年月日の年月がサービス提供年月と等しい場
合、入院日数が、((終了年月日 － 開始年月日) － １)の日数(※２)以下である

② サービス開始年月日の年月がサービス提供年月と等しい、かつサービス終了年月日が未設
定の場合、入院日数が、(当該月の日数 － 開始年月日)の日数以下である

（例）開始年月日の年月が、サービス提供年月より前であり、
かつサービス終了年月日が設定されており、かつ終了年月日
の年月がサービス提供年月と等しい場合、入院日数は(終了
年月日 － サービス提供年月の初日)以下でなければならな
いため警告！！
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③ サービス開始年月日の年月が、サービス提供年月より前であり、かつサービス終了年月日が
設定されており、かつ終了年月日の年月がサービス提供年月と等しい場合、入院日数が(終了年
月日 － サービス提供年月の初日)以下である

(2) 以下のサービス種類について、サービス開始日等・入院日数が以下であること。（※３）
－３１:共同生活介護 －３３:共同生活援助

① サービス開始年月日の年月及びサービス終了年月日の年月がサービス提供年月と等しい場合、
入院日数が、((終了年月日 － 開始年月日) － １)の日数(※２)以下である

② サービス開始年月日の年月がサービス提供年月と等しい、かつサービス終了年月日が未設定
の場合、入院日数が、(当該月の日数 － 開始年月日)の日数以下である

③ サービス開始年月日の年月が、サービス提供年月より前であり、かつサービス終了年月日が
設定されている場合、入院日数が(終了年月日 － サービス提供年月の初日)の日数以下である

※１ 交換情報識別番号が「Ｊ１２１：介護給付費・訓練等給付費等明細書情報」の場合、点検
を実施する
※２ 求めた日数がマイナスの場合、０に置き換える
※３ 交換情報識別番号が「Ｊ１３１：介護給付費・訓練等給付費等明細書情報（ＧＨ・Ｃ
Ｈ）」の場合、点検を実施する

＜障害児支援＞
・サービス開始日等・入院日数チェック点検対象の障害児給付費等明細書情報（日数情報）の
サービス開始日等・入院日数について、以下であることを確認する。
（１） 以下のサービス種類について、サービス開始日等・入院日数が以下であること。
－１１:知的障害児施設（※１） －１２:第一種自閉症児施設（※１）
－１３:第二種自閉症児施設（※１） －３１:盲児施設（※１）
－３２:ろうあ児施設（※１） －４１:肢体不自由児施設（入所）（※１）
－４３:肢体不自由児療護施設（※１） －４５:指定医療機関（肢体不自由）（※１）
－５１:重症心身障害児施設（※１） －５２:指定医療機関（重心）（※１）
－７１:障害児入所支援（※２） －７２:医療型障害児入所支援（※２）

① サービス開始年月日の年月及びサービス終了年月日の年月がサービス提供年月と等しい場合、
サービス入院日数が、((終了年月日 － 開始年月日) － １)の日数(※３)以下である

② サービス開始年月日の年月がサービス提供年月と等しい、かつサービス終了年月日が未設定
の場合、入院日数が、(当該月の日数 － 開始年月日)の日数以下である

③ サービス開始年月日の年月が、サービス提供年月より前であり、かつサービス終了年月日が
設定されている場合、入院日数が(終了年月日 －サービス提供年月の初日)の日数以下である

※１ 交換情報識別番号が「Ｋ１２１：障害児施設給付費明細書情報」の場合、点検を実施する
※２ 交換情報識別番号が「Ｋ１２２：障害児通所給付費・入所給付費等明細書情報」の場合、
点検を実施する
※３ 求めた日数がマイナスの場合、0 に置き換える
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